
　

ま
た
、
町
で
は
浄
化
槽
設
置
費
用
の

補
助
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
建
設
課
住
宅
係

      

☎☎
（
６
２
）
１
１
１
１  
内
線
145

ミツバチへの危害防止

生  

活

快
適
な
生
活
と

美
し
い
環
境
を
守
る

　

現
在
、
河
川
・
湖
・
海
な
ど
の
汚
染

が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一

般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
生
活
排
水
に

よ
る
汚
れ
が
、
そ
の
大
き
な
原
因
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
水
質
を
保
全
す
る
た

め
に
は
、
生
活
排
水
の
処
理
対
策
を
進

め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

そ
の
対
策
と
し
て
合
併
処
理
浄
化
槽

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
設
置

す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
排
水
の
汚
れ

が
10
分
の
１
に
減
り
、
き
れ
い
な
水
で

美
し
く
豊
か
な
自
然
を
守
り
ま
す
。

子
育
て

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎

　

☎
（
６
２
）
３
３
１
１

　

２
月
23
日
（
火
）、
ラ
イ
ア
ー
の
演

奏
と
昔
話
の
語
り
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
次
々
と
歌
わ
れ
る
わ
ら

べ
歌
で
は
、
参
加
し
た
親
子
が
聞
き
な

が
ら
覚
え
た
歌
詞
を
口
ず
さ
み
、
体
全

体
を
使
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
に
、
約
５
m

　
　
　
　
　
　
　
　

四
方
も
あ
る
大
布

　
　
　
　
　
　
　
　

の
端
を
参
加
者
で

　
　
　
　
　
　
　
　

持
っ
て
「
波
」
や

　
　
　
　
　
　
　
　
「
通
り
道
」
を
作

　
　
　
　
　
　
　
　

る
よ
う
に
、
布
を

　
　
　
　
　
　
　
　

広
げ
た
り
閉
じ
た

り
。
ほ
か
に
は
、
お
手
玉
を
頭
に
乗
せ

た
り
お
隣
の
人
に
渡
し
た
り
と
楽
し
み

ま
し
た
。

　

本
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
月
数
曲
の
わ

ら
べ
歌
を
歌
い
な
が
ら
楽
し
く
色
々
な

遊
び
を
し
て
い
ま
す
。
最
後
に
は
ロ
ウ

ソ
ク
に
火
を
と
も
し
て
厳
粛
な
中
、
お

誕
生
日
を
祝
っ
た
り
生
を
受
け
た
こ
と

を
皆
で
喜
び
合
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

活
動
状
況
報
告

　

豆
ま
き
は
暦
の
上
で
は
２
月
３
日
で

す
が
、
前
日
の
２
日
（
月
）
に
本
セ
ン

タ
ー
で
、
５
日
（
木
）
に
朋
遊
館
で
行

い
ま
し
た
。

　

ま
ず
初
め
に
親
子
遊
び
。
節
分
や

「
冬
」
に
ち
な
ん
だ
絵
本
や
紙
芝
居
の

読
み
聞
か
せ
も
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

今
回
の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
。
壁
に
貼
っ

た
鬼
を
目
が
け
て
豆
ま
き
を
開
催
。
ま

い
た
大
豆
と
ア
ー
モ
ン
ド
、
ち
り
め
ん

を
使
っ
た
ス
ナ
ッ
ク
（
手
作
り
）
は
、

み
ん
な
で
美
味
し

く
頂
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
最
後
に

「
お
に
の
パ
ン
ツ
」

の
歌
に
合
わ
せ
、

ダ
ン
ス
を
し
て
笑

顔
で
お
開
き
し
ま

し
た
。 ２

月
の
行
事
「
豆
ま
き
」 

わ
ら
べ
う
た
の
会 

設置費用の補助制度

人槽 補助金額

５人槽 ３３０，０００円
７人槽 ４１４，０００円

１０人槽 ５４６，０００円

合併処理浄化槽を

　　　設置しませんか？

　

カ
ン
キ
ツ
類
の
開
花
期
防
除
に
当
た
っ
て
は
、
農
薬
散
布
に
よ
る
ミ
ツ
バ
チ

へ
の
危
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、
近
く
の
養
蜂
家
と
巣
箱
の
位
置
や
防
除
計
画
な

ど
事
前
に
情
報
交
換
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
農
薬
散
布
に
際
し
て
は
、
ミ

ツ
バ
チ
や
巣
箱
に
農
薬
が
か
か
ら
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

★

　
　
　
　
　
　
　
　

★  

左
記
又
は
最
寄
り
の
各
広
域
本
部
（
地
域
振
興
局
）

左
記
又
は
最
寄
り
の
各
広
域
本
部
（
地
域
振
興
局
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

農
業
普
及
・
振
興
課
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

農
業
普
及
・
振
興
課
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

 　

 　
　
　
　
　
　

県
農
業
技
術
課　

☎
０
９
６
（
３
３
３
）
２
３
８
１

　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　

畜
産
課　
　
　

☎
０
９
６
（
３
３
３
）
２
４
０
１

9 Public Information
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暮らし暮らし

　

改
正
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止

法
が
昨
年
施
行
さ
れ
、
今
年
７
月
15
日

か
ら
児
童
ポ
ル
ノ
単
純
所
持
罪
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
自
己

の
性
的
好
奇
心
を
満
た
す
目
的
で
児
童

ポ
ル
ノ
を
所
持
し
た
場
合
、
１
年
以
下

の
懲
役
又
は
100
万
円
以
下
の
罰
金
が
科

せ
ら
れ
ま
す
。

　

少
年
に
有
害
な
雑
誌
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど

を
廃
棄
す
る
場
合
は
、
少
年
の
目
に
触

れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
適
切
な
方
法
に

よ
る
廃
棄
を
お
願
い
し
ま
す
。

  

高
森
町　

☎☎
（
６
２
）
１
１
１
１

　
　

 

■■ 

健
康
推
進
課 

健
康
推
進
係

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線

122
・

123
）

　
　

 

■■ 

住
民
福
祉
課 

福
祉
係

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線

132
・

133
）

    

相
談
日
・
時
間

相
談
日
・
時
間　

　
　

平
日

　
　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
熊
本
市
要
保

護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
「
こ
う
の
と

り
の
ゆ
り
が
ご
」
専
門
部
会
か
ら
の
提

言
を
受
け
て
、
自
宅
出
産
等
の
危
険
性

並
び
に
相
談
窓
口
に
つ
い
て
次
の
と
お

り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
本
町
で
も
お
受
け
い
た
し
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
下
さ
い
。

自
宅
出
産
等
の
危
険
性

　

～
妊
娠
中
や
産
後
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
～

児
童
ポ
ル
ノ
の
単
純

所
持
が
罰
せ
ら
れ
ま
す

面会交流支援事業面会交流支援事業
　支援員が必ず事前相談を実施したう

えで、当事者合意のもと面会交流支援

計画書を作成します。その後、計画に

基づき、面会交流の当日に子どもの引

き取りや相手方への引き渡し、交流の

場に付き添うなどの援助を行います。

支援対象者支援対象者
● 概ね 15 歳未満の子との面会交流を希

　望する別居している親、又は子どもと

　別居している親との面会交流を希望す

　る同居している親

● 面会交流の取り決めを行っていて、

　 本事業の支援を受けることについて 

    当事者間で合意していること

● 子どもと同居している親については、

　 県内に住所を有すること

　　問▶ 県母子寡婦福祉連合会
　　 　 　☎☎０９６－３５１－８７７７ 県くらしの安全推進課　☎０９６－３３３－２２９４

妊婦とココロの相談

　思いがけない妊娠等で悩んだらお電話下さ
い。専門スタッフがお受けしています。
　■ 県女性相談センター　
　　 ☎☎０９６－３８１－４３４０（相談専用）

　　 　月曜日～土曜日（祝日は除く）
　　 　午前９時～午後８時

出産・養育の相談

　■ 県中央児童相談所
　　 ☎☎０９６－３８１－５０１０
　　平日／午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　■ 県八代児童相談所
　　 ☎☎０９６５－３２－４４２６
　　平日／午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

県
委
託
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税  

金

■
平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
所
有
し

て
い
る
車
や
中
古
車
を
取
得
し
た
場
合

に
は
、
①
の
現
行
税
額
の
ま
ま
で
す
。

■
平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
に
新
規
購

入
し
た
場
合
に
は
、
②
の
新
税
額
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

■
平
成
28
年
度
か
ら
、
最
初
の
登
録
か

ら
13
年
を
経
過
し
た
車
両
を
所
有
し
て

い
る
場
合
に
は
、
③
の
経
年
重
課
の
税

額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

暮らし暮らし

　

カ
モ
シ
カ
は
国
の
特
別
天
然
記
念
物

に
指
定
さ
れ
て
い
る
動
物
で
、
本
町
で

も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
・
25
年
に
行
わ
れ
た
調
査

に
よ
る
と
、
カ
モ
シ
カ
は
最
近
山
奥
か

ら
人
里
に
近
い
場
所
ま
で
広
い
範
囲
に

生
息
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま

し
た
が
、
九
州
の
カ
モ
シ
カ
は
減
少
傾

向
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
カ
モ
シ
カ
の
移
動
や
分
布
を
よ
り

詳
し
く
知
る
た
め
、
皆
さ
ん
か
ら
の
目

撃
情
報
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（27
年
度)
軽
自
動
車
税

の
税
額
が
変
わ
り
ま
す

文  

化

カ
モ
シ
カ
に
関
す
る

情
報
提
供
の
お
願
い

「金銭又は有価証券の受取書」とは―

　金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作

成し、相手へ交付する証拠証書のこと。

▶領収証、領収書、受取書、レシートのほか、請求書や納品書などに「代

済」、「相済」、「了」等と記入したもの、「お買上票」などと称するもので、

受領事実を証明する目的で作成するものも該当する。

非 課 税 になります！

　平成 26 年４月１日以降
に作成される「金銭又は
有価証券の受取書」の受
取金額が

　　　　　　　　の場合
５万円未満

＼
阿 蘇 税 務 署　　☎０９６７－２２－０５５１

▼写真提供／興梠壽一氏（矢津田）

●●☎
■ 町農林政策課　☎☎ 62-1111
■ 県教育庁教育総務局文化課
　 ☎☎ 096-333-2705

車　両　区　分

税　額　（　年　額　）

①平成 27 年 3 月
31 日以前に登録

②平成 27 年 4 月
1 日以降に登録

③ 平 成 28 年 賦
課期日現在で 13
年経過した車両

軽
自
動
車

三　　輪 ３, １００円 　３, ９００円 　４, ６００円

四輪
乗用

営業用 ５, ５００円 　６, ９００円 　８, ２００円
自家用 ７, ２００円 １０, ８００円 １２, ９００円

四輪
貨物

営業用 ３, ０００円 　３, ８００円 　４, ５００円
自家用 ４, ０００円 　５, ０００円 　６, ０００円

「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています

▶ 軽自動車税は、毎年

4 月 1 日を基準日とし、

所有されている方へ課税

されます。

▶ 使用していない軽自

動車やバイク等をお持ち

の方は、廃車の手続きを

お願いします。廃車して

いない軽自動車やバイク

等は課税されます。

▶ 車両の所有者が死亡

したり、転出・転居や譲

渡した場合は、所定の手

続きをお願いします。

地
方
税
法
に
伴
う
改
正

  

四
輪
以
上
及
び
三
輪
の
軽
自
動
車

四
輪
以
上
及
び
三
輪
の
軽
自
動
車

■ 税務課　税務係
　 ☎ ６２ー１１１１
　　    　  内線１６１
　　　    　  　１６４
　　　　    　  １６５
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暮らし暮らし

年  

金

年
金
だ
よ
り

国
民
年
金
種
別
変
更

　

障
が
い
の
あ
る
方
（
身
体
、
知
的
、

精
神
、
発
達
、
難
病
、
高
次
脳
機
能
障

が
い
）
を
対
象
と
し
た
職
業
訓
練
を
企

業
等
に
委
託
し
て
県
内
各
地
で
行
っ
て

お
り
、
受
講
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

仕
事
に
必
要
な
技
能
習
得
（
パ
ソ
コ

ン
操
作
や
実
習
等
）
の
た
め
の
25
コ
ー

　

国
民
年
金
制
度
で
は
、
国
内
に
居
住

す
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
全
て
の
方

に
加
入
義
務
が
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金

の
加
入
種
別
は
、
３
種
類
に
分
か
れ
て

お
り
、
届
出
は
加
入
時
だ
け
で
な
く
、

種
別
変
更
時
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

種
別
変
更
の
届
出
を
忘
れ
る
と
、
年

金
を
受
け
取
れ
な
い
事
も
あ
り
ま
す
。

手
続
き
は
年
金
手
帳
、
印
鑑
を
忘
れ
ず

に
、
そ
の
都
度
行
い
ま
し
ょ
う
。

ス
を
計
画
し
て
お
り
、
訓
練
期
間
は
原

則
３
か
月
、
受
講
料
は
無
料
で
す
（
教

材
代
な
ど
は
必
要
）。

【
申
し
込
み
先
】

【
申
し
込
み
先
】

　

求
職
者
▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

　

在
職
者
▼
県
立
高
等
技
術
専
門
校

　
　
　

 　

☎
０
９
６
（
３
７
８
）
０
１
２
１

問
▼
住
民
福
祉
課　

福
祉
係    

　
　

☎
（
６
２
）
１
１
１
１   

内
線
132

障
が
い
者
委
託
訓
練

の
受
講
生
を
募
集
！

福  

祉

要約筆記者養成講座

（全 21 回） を開催！

日時日時　5 月 14 日～ 10 月 29 日
　　　毎週木曜日　午前 10 時～午後 3 時
　　　★ 8 月 13 日～ 8 月 27 日は休み
場所場所　県身体障がい者福祉センター
対象対象　高校卒業以上の学力を有する者
定員定員　① 手書き 20 人（先着順）
　　　② パソコン 20 人（先着順）

要約筆記者要約筆記者

　聴覚障害者、とりわけ中途失調者、難聴者
の方の社会参加を支援するため、話し言葉を
文字に変えることでコミュニケーションの支
援を行います。

＝  申 し 込 み ・ 問 い 合 わ せ 先  ＝＝  申 し 込 み ・ 問 い 合 わ せ 先  ＝

　県聴覚障害者情報提供センター
　☎０９６－３８３－５５９５
　（申込期限：４月３０日まで）

国 民 年 金 の 加 入 種 別 種 別 変 更 と な る ケ ー ス

第１号
被保険者

自営業や農業などの方とその配偶者、20 歳以上の学
生、フリーターの方等が対象となり、加入や、種別変
更の手続きは、市役所・町村役場の国民年金担当窓
口で行います。

第２号被保険者が退職されると第１号被保険者（第
３号被保険者になる場合は除く。）となります。ま
た、その方に扶養されていた第３号被保険者がい
る場合、その方も第１号被保険者になります。

第２号
被保険者

会社や官公庁にお勤めの方、つまり厚生年金や共済
年金に加入している方が対照となります。手続きは会
社や官公庁が行います。

第１号被保険者又は第３号被保険者が就職して厚
生年金等に加入すると第２号被保険者になります。

第３号
被保険者

国民年金の第２号被保険者に扶養されている配偶者の
方が対象で、届出は、配偶者の勤務先を通じて行い
ます。

会社等を退職して厚生年金等に加入されている方
の被扶養配偶者になる方などが第３号被保険者に
なります。
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